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本iGAAP in Focusは、2023年6月に国際サステナビ
リティ基準審議会（ISSB）によって公表されたIFRS S1
号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般
的要求事項」とIFRS S2号「気候関連開示」について解
説するものである。

●  ISSBは、最初の2つのIFRSサステナビリティ開示
基準を公表した。
– IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の
開示に関する全般的要求事項」

–IFRS S2号「気候関連開示」
●  IFRS S1号は、一般目的財務報告の主要な利用者
が企業に資源を提供することに関する意思決定に
有用な、サステナビリティ関連のリスク及び機会
に関する情報の開示を企業に要求することを目的
として、サステナビリティ関連財務開示に関する
全般的な要求事項を定めている。

●  IFRS S2号は、一般目的財務報告の主要な利用者
が企業に資源を提供することに関する意思決定に
有用な、気候関連のリスク及び機会に関する情報
を識別、測定、開示するための要求事項を定めて
いる。

●  両方の基準とも、2024年1月1日以後開始する年
次期間に発効し、作成者がサステナビリティ関連
財務開示と財務諸表の報告を整合するためにより
多くの時間を利用できるように大幅な移行上の救
済措置がある。

●  IFRS S1号を適用する最初の年次報告期間におい
て、企業は気候関連のリスク及び機会に関する情
報のみを開示することが容認される（IFRS S2号

1　 詳細は、デロイトトーマツのWebサイト、iGAAP in Focus 欧州サステナビリティ報告「企業サステナビリティ報告指令
（CSRD）の世界的な適用 - 官報に掲載された最終条文」（https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/
igaapinfocus-20230223.html）を参照いただきたい。

2　 詳細は、デロイトトーマツのWebサイト、iGAAP in Focus欧州サステナビリティ報告「欧州委員会による欧州サステナ
ビリティ報告基準の委任規則に関する市中協議」（https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/
igaapinfocus-20230609.html）を参照いただきたい。

に準拠）。

背景
ISSBは、投資者の情報ニーズを満たす高品質のサス

テナビリティ開示基準を開発するために2021年11月に
設立され、サステナビリティ関連の開示の包括的なグロ
ーバル・ベースラインを作成することを目的としてい
る。IFRS S1号及びIFRS S2号は、最初のIFRSサステナ
ビリティ開示基準であり、2022年3月に開始された審
議プロセスの結果である。
 
サステナビリティ報告要求に向けた法域の取組み
最初のIFRSサステナビリティ開示基準は、重大

な政策及び規制の進展の時期に発行される。ISSB
の基準は、法域の要求によって補完可能な（したが
って相互運用可能な）グローバル・ベースラインを
作成するために使用されることを目的としている。
法域での進展には以下が含まれる。

EUでは、欧州委員会（EC）は、2022年12月に
企業サステナビリティ報告指令（CSRD）を公表
し1、これには強制適用の欧州サステナビリティ報告
基準（ESRS）の規定が含まれる。2023年6月に、
ECは CSRDで規定されている、2024年1月1日か
ら企業に強制適用となるESRSの条文を規定する規
制案の市中協議を開始した2。
米国では、証券取引委員会（SEC）は、2022年

3月21日に「投資家向け気候関連開示の強化及び標
準化（The Enhancement and Standardization 
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of Climate-related Disclosures for Investors）」
と題するルール案を発行した。 

IFRS S1号「サステナビリティ関連財務
情報の開示に関する全般的要求事項」
目的

IFRS S1号の目的は、一般目的財務報告書の主要な利
用者が企業に資源を提供することに関する意思決定に有
用な、企業のサステナビリティ関連のリスク及び機会に
関する情報の開示を企業に要求することである。
サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報
は、主要な利用者に有用である。なぜなら、短期、中
期、長期にわたりキャッシュ・フローを生み出す企業の
能力は、企業とその利害関係者、社会、経済、及び企業
のバリュー・チェーン全体の自然環境との相互作用と密
接に結びついているためである。企業とそのバリュー・
チェーン全体にわたる資源及び関係が一緒になって、企
業が運営する相互依存システムを形成する。これらの資
源及び関係に対する企業の依存関係と、それらの資源と
関係に与える影響は、企業のサステナビリティ関連のリ
スク及び機会を創出する。

バリュー・チェーン
バリュー・チェーンには、製品又はサービスの構
想から提供、消費、及び終了まで、企業が製品又は
サービスを生み出すために使用し依存する活動、資
源及び関係が含まれる。これには、企業のオペレー
ション（人的資源など）、企業の供給、マーケティ
ング及び流通チャネルにおける活動、資源及び関係
が含まれる。また、企業がオペレーションを行う財
務的環境、地理的環境、地政学的環境及び規制環境
などが含まれる。

IFRS S1号は、短期、中期、又は長期にわたり企業の
キャッシュ・フロー、資金調達へのアクセス、又は資本
コストに影響を与えると合理的に予想されるすべてのサ
ステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報を開
示することを企業に要求している。IFRS S1号では、こ
れらのリスク及び機会を「企業の見通しに影響を与える
と合理的に予想されるサステナビリティ関連のリスク及
び機会」と称している。 

見解
IFRS S1号は、報告に関する全般的な原則を定め
ているが、企業がその見通しに影響を与えることが
合理的に予想される、気候関連のリスク及び機会だ
けでなく、すべてのサステナビリティに関連するリ
スク及び機会に関する重要性がある情報を識別して
開示する要求事項も含まれている（移行上の救済措
置を条件として、以下の発効日と経過措置参照）。

完全な開示を促すために、IFRS S1号は、直接適用
されるIFRSサステナビリティ開示基準がないトピ
ックの開示をどのように策定するかに関するガイダ
ンスを提供する。

IFRS S1号は、企業がサステナビリティ関連財務開示
をどのように作成し、報告するかを規定している。開示
された情報が企業に資源を提供する意思決定を行う際に
主要な利用者にとって有用であるように、IFRS S1号は、
開示の内容及び表示に関する全般的要求事項を定めてい
る。

範囲
企業は、IFRSサステナビリティ開示基準に従ってサ

ステナビリティ関連財務開示を作成及び報告する際に、
IFRS S1号を適用する。企業は、関連する一般目的財務
諸表がIFRS会計基準又は他の一般に公正妥当と認めら
れた会計原則又は会計慣行（GAAP）に従って作成され
ているかどうかにかかわらず、IFRSサステナビリティ
開示基準を適用することができる。
サステナビリティ関連財務開示が、IFRSサステナビ

リティ開示基準のすべての要求事項に準拠する企業は、
その準拠の旨の明示的かつ無限定の記述を行うことが要
求される。企業は、IFRSサステナビリティ開示基準の
すべての要求事項に準拠していない限り、サステナビリ
ティ関連財務開示がIFRSサステナビリティ開示基準に
準拠していると記述することはできない。

概念的な基礎
サステナビリティ関連財務情報が有用であるために

は、関連性があり、表現しようとしている内容を忠実に
表現していなければならない。これらは、有用なサステ
ナビリティ関連財務情報の基本的な質的特性である。サ
ステナビリティ関連財務情報の有用性は、情報に比較可
能性があり、検証可能性があり、適時性があり、かつ理
解可能性がある場合に補強される。これらは、有用なサ
ステナビリティ関連財務情報の補強的質的特性である。

見解
ISSBのアプローチは、IASBの「概念フレームワ

ーク」の重要な概念に根ざしている。報告された情
報の期待される属性とIASBのアプローチとの一貫
性は、サステナビリティ開示及び財務諸表との間の
つながりのある報告及び一貫性を高めることを意図
している。

適正な表示
完全な1組のサステナビリティ関連財務情報の開示

は、企業の見通しに影響を与えると合理的に予想し得る
すべてのサステナビリティ関連のリスク及び機会を適正
に表示する。適正な表示には、企業の見通しに影響を与
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えると合理的に予想されるサステナビリティ関連のリス
ク及び機会に関する関連性がある（relevant）情報の
開示、及びIFRS S1号に定められた原則に従ったそれら
の忠実な表現が要求される。忠実な表現を達成するため
に、企業はこれらのサステナビリティ関連のリスク及び
機会の完全で、中立でかつ正確な描写を提供することが
要求される。

IFRSサステナビリティ開示基準を適用し、必要に応
じて追加情報を開示することで、サステナビリティ関連
財務情報の開示が適正に表示されることが推定される。

重要性（materiality）
企業は、企業の見通しに影響を与えることが合理的に
予想される、サステナビリティ関連のリスク及び機会に
関する重要性がある情報を開示することが要求される。
サステナビリティ関連財務開示の文脈において、その
情報を省略したり、誤表示したり又は覆い隠したとき
に、一般目的財務報告書の主要な利用者による財務諸表
及びサステナビリティ関連財務開示を含む財務報告書に
基づく意思決定に影響を与えることが合理的に予想され
る場合、情報に重要性がある。

IFRSサステナビリティ開示基準で要求される情報に
重要性がない場合、企業は情報を開示することは求めら
れない。これは、IFRSサステナビリティ開示基準に特
定の要求事項のリストが含まれている場合、又はそれら
を最小の要求事項として記載している場合にも当てはま
る。
法律又は規制により、企業が一般目的財務報告書にお
いてサステナビリティ関連情報を開示するための要求事
項が規定されている場合がある。このような状況では、
企業は、たとえその情報に重要性がでなくても、法律又
は規制の要求事項を満たすために、サステナビリティ関
連財務開示情報に含めることが容認されている。ただ
し、そのような情報は重要性がある情報を覆い隠しては
ならない。
企業が、サステナビリティ関連の機会に関する情報が
商業上の機密であると判断した場合、その企業は、限ら
れた状況（IFRS S1号で規定）において、サステナビリ
ティ関連財務開示からその情報を除外することが容認さ
れている。このような省略は、IFRSサステナビリティ
開示基準で別途情報が要求され、かつ、その情報に重要
性がある場合でも容認される。

報告企業とつながりのある情報（connected 
information）
企業のサステナビリティ関連財務開示は、関連する財
務諸表と同じ報告企業を対象とすることが要求される。
企業は、一般目的財務報告書の利用者が、次の種類の
つながりを理解できる方法で情報提供することが要求さ

3　 統合報告フレームワークのWebサイトから、日本語訳が入手可能である。（https://www.integratedreporting.org/
resource/international-ir-framework/）

れる。
●情報が関連する項目間のつながり（企業の見通しに影
響を与えると合理的に予想されるさまざまなサステナ
ビリティ関連のリスク及び機会の間のつながりなど）

●企業が提供する開示間のつながり
– サステナビリティ関連財務開示の中で―ガバナン
ス、戦略、リスク管理、指標及び目標に関する開示
間のつながりなど

– サステナビリティ関連財務開示及び企業が公表した
他の一般目的財務報告書にわたって―関連する財務
諸表など
企業は、サステナビリティ関連財務開示が関連する財

務諸表を識別することが要求される。
サステナビリティ関連財務開示の作成に使用されるデ

ータ及び前提条件は、IFRS会計基準又はその他の適用
されるGAAPの要求事項を考慮して、可能な限り、関連
する財務諸表の作成に使用される対応するデータ及び前
提条件と一貫していることが要求される。

見解
ISSBは、つながりのある情報に関する要求事項

を含めることにより、企業がサイロ化された開示で
はなく統合された開示を行うことを意図している。
これは、統合された報告と思考の原則を適用した企
業にとって周知の概念である。現在、IFRS財団の
傘下にある統合報告フレームワーク3の基本的な概
念の一部は、IFRS S1号に組み込まれている。

コア・コンテンツ
別のIFRSサステナビリティ開示基準が特定の状況に

おいて容認又は要求しない限り、企業は以下に関する開
示を提供しなければならない。
●ガバナンス ― 企業がサステナビリティ関連のリスク
及び機会をモニタリングし管理するために使用するガ
バナンス・プロセス、制御、及び手続

●戦略 ― 企業がサステナビリティ関連のリスク及び機
会を管理するために使用するアプローチ。以下を含
む。
– ビジネスモデルとバリュー・チェーン
– 戦略及び意思決定
– 財政状態、財務業績及びキャッシュ・フロー
– 企業の戦略及びそのビジネスモデルのレジリエンス

●  リスク管理 ― 企業がサステナビリティ関連のリスク
及び機会を識別、評価、優先順位付け及びモニタリン
グするために使用するプロセス

●指標及び目標―サステナビリティ関連のリスク及び機
会に関連する企業のパフォーマンス（企業が設定し
た、又は法律や規制により達成しなければならない目

https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
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標に対する進捗状況が含まれる）
IFRS S1号は、これらの各側面の目的、及び当該目的
を達成するための開示要求を定めている。

見解
IFRS S1号には、一般目的財務報告の利用者がサ
ステナビリティ関連リスクに対する企業の戦略とそ
のビジネスモデルのレジリエンスを理解できるよう
に、企業が情報を開示しなければならない要求事項

が含まれている。ISSBは、サステナビリティのト
ピックごとに、適用されるIFRSサステナビリティ
開示基準が、レジリエンスについて企業が開示しな
ければならない情報の種類、及びそれらの開示をど
のように作成するかを明記すべきかどうかを決定す
る。これには、シナリオ分析が必要かどうかの決定
も含まれる。

全般的要求事項
ガイダンスの情報源

サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別 適用される開示要求の識別
●  企業は、IFRSサステナビリティ開示基準を適用することが
要求される。

●  企業は、SASBスタンダードの開示トピックを参照し、そ
の適用可能性を検討することが要求される。

●  企業は、以下を参照し、その適用可能性を検討することが
できる。

　– 水及び生物多様性関連開示のためのCDSBフレームワー
ク適用ガイダンス

　– 一般目的財務報告書の利用者の情報ニーズを満たすよう
に要求事項が設計されている他の基準設定主体による直
近の公表文書

　– 同じ産業又は地理的地域においてオペレーションを行う
企業により識別されたサステナビリティ関連のリスク及
び機会

●  企業は、当該サステナビリティ関連のリスク又は機会に具
体的に適用されるIFRSサステナビリティ開示基準を適用す
ることが要求される。

●  サステナビリティ関連のリスク又は機会に具体的に適用さ
れるIFRSサステナビリティ開示基準がない場合、企業は、
一般目的財務報告の利用者の意思決定に関連性があり、か
つサステナビリティに関連するリスク又は機会を忠実に表
現する情報を識別するために判断を適用することが要求さ
れる。判断を行うにあたり、企業は、
　– SASBスタンダードに含まれる開示トピックに関連する指
標を参照し、その適用可能性を検討することが要求され
る。

　– 以下を参照し、適用可能性を検討することができる。
　　» 水及び生物多様性関連開示のためのCDSBフレームワー

ク適用ガイダンス、及びこれらの情報源がIFRSサステ
ナビリティ開示基準と矛盾しない範囲で、一般目的財
務報告の利用者の情報ニーズを満たすように要求事項
が設計されている他の基準設定主体の直近の公表文書

　　» 同じ産業又は地理的地域においてオペレーションを行
う企業により開示された情報（指標を含む）

　　» グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）
スタンダード及び欧州サステナビリティ報告基準
（ESRS）（これらの情報源が、IFRS S1号の目的を満た
すために企業を支援し、IFRSサステナビリティ開示基
準と矛盾しない範囲で）

企業は以下を識別しなければならない。
●  企業がサステナビリティ関連財務開示の作成に適用し
た特定の基準、公表文書、産業の慣行及びその他のガ
イダンスの情報源。適用される場合、SASBスタンダ
ードの開示トピックの識別が含まれる。

●  企業がサステナビリティ関連財務開示の作成に企業が
適用した、IFRSサステナビリティ開示基準、SASBス
タンダード、又は特定の産業又は産業に関連するその
他のガイダンスの情報源において特定された産業。
（適用される指標の識別が含まれる。)

見解
企業は、一般目的財務報告の利用者の意思決定ニ
ーズに関連性があり、企業のサステナビリティ関連
のリスク及び機会を忠実に表現する情報を提供する
ことが要求される。その情報を識別する際に、企業
はSASBスタンダードを検討することが要求される

が、それらを適用することは要求されない。検討し
たガイダンスの情報源がIFRS S1号の開示の要求事
項を満たさないと企業が判断した場合、企業は当該
ガイダンスを適用することは要求されない。

情報の記載場所及び報告の頻度
企業は、IFRSサステナビリティ開示基準で要求され

る開示を、その一般目的財務報告書の一部として提供す
ることが要求される。
企業は、関連する財務諸表と同時にサステナビリティ

関連財務開示を報告しなければならない。企業のサステ
ナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表と同じ報
告期間を対象とすることが要求される。

比較情報
別のIFRSサステナビリティ開示基準が別途、許容又
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は要求しない限り、企業は、報告期間に開示されたすべ
ての金額について、前期に関する比較情報を開示するこ
とが要求される。そのような情報が報告期間のサステナ
ビリティ関連財務開示を理解することに有用である場
合、企業は説明的及び記述的なサステナビリティ関連財
務情報の比較情報も開示することが要求される。

判断、不確実性及び誤謬
企業は、金額の見積りとは別に、サステナビリティ関
連財務開示の作成過程で行った判断、及びそれらの開示
に含まれる情報に最も重大な影響を与える判断を一般目
的財務報告の利用者が理解できるように、情報を開示す
ることが要求される。
さらに、企業は、一般目的財務報告の利用者が、サス
テナビリティ関連財務開示に報告された金額に影響を与
える最も重大な不確実性を理解できるように、情報を開
示することが要求される。
企業は次のことが要求される。

●  高水準の測定の不確実性の対象となる開示した金額を
識別する。

●  識別された各金額に関連して、以下に関する情報を開
示する。
– 測定の不確実性の発生要因―例えば、将来事象の結
果、測定手法、又は企業のバリュー・チェーンから
のデータの可用性及び品質に対する金額の依存

– 企業が金額を測定する際に行った仮定、概算及び判
断
さらに企業は、実務上不可能な場合を除き、開示され
た前期の比較金額を修正再表示することにより、重要性
がある前期の誤謬を修正することが要求される。

IFRS S2号「気候関連開示」
目的及び範囲

IFRS S2号の目的は、一般目的財務報告の主要な利用
者が企業に資源を提供することに関する意思決定に有用
な、気候関連のリスク及び機会に関する情報の開示を企
業に要求することである。これらは、企業の見通しに影
響を与えると合理的に予想される気候関連のリスク及び
機会である。

IFRS S2号は以下に適用される。
●  企業がさらされている気候関連リスク（気候関連の物
理的リスク及び気候関連の移行リスク）

●  企業が利用できる気候関連の機会

ガバナンス
ガバナンスに関する気候関連財務開示の目的は、一般
目的財務報告書の利用者が、企業が気候関連のリスク及
び機会をモニタリングし、管理、監督するために使用す
るガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるよ
うにすることである。
この目的を達成するために、企業は、気候関連のリス

ク及び機会の監督の責任を負うガバナンス機関又は個人
に関する情報（個人の特定を含む）を開示することが要
求される。

戦略
戦略に関する気候関連財務開示の目的は、一般目的財
務報告書の利用者が気候関連のリスク及び機会を管理す
るための企業の戦略を理解できるようにすることである。
具体的には、企業は、一般目的財務報告書の利用者が

次のことを理解できるように情報を開示することが要求
される。
●  企業の見通しに影響を与えると合理的に予想される気
候関連のリスク及び機会

●  気候関連のリスク及び機会が企業のビジネスモデル及
びバリュー・チェーンに与える現在及び予想される影
響

●  気候関連リスク及び機会が、企業の戦略及び意思決定
に与える影響（気候関連の移行計画に関する情報を含
む）

●  気候関連のリスク及び機会が報告期間における企業の
財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与える
影響、ならびに気候関連のリスク及び機会が企業の財
務計画にどのように組み込まれているかを考慮して、
短期、中期、長期にわたり企業の財政状態、財務業
績、キャッシュ・フローに与えることが予想される影
響

●  企業が識別した気候関連のリスク及び機会を考慮し
た、気候関連の変動、進展又は不確実性に対する企業
の戦略及びそのビジネスモデルの気候レジリエンス

気候レジリエンス
気候レジリエンスに関する開示の作成について、

ISSBは、IFRS S2号がシナリオ分析を要求すること
を決定した。当該決定は、気候関連財務情報開示タ
スクフォース（TCFD）の提言を適用する企業にと
って、気候関連シナリオ分析はすでによく知られて
いるという事実に裏付けられた。 
企業は、企業の状況に応じたシナリオ分析のアプ

ローチを使用することが要求される。定量的情報を
提供する際に、企業は単一の金額又は範囲を開示す
る場合がある。IFRS S2号は、企業が使用したイン
プットに関する情報（例えば、企業が分析に使用し
た気候関連シナリオとその情報源、分析に多様な気
候関連のシナリオが含まれていたかどうか、そのシ
ナリオの中で、企業が気候変動に関する最新の国際
協定（現在はパリ協定）に沿った気候関連シナリオ
を使用したかどうか）を含む、気候関連のシナリオ
分析に関する具体的な開示を要求している。

リスク管理
リスク管理に関する気候関連財務開示の目的は、一般
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目的財務報告書の利用者が、企業の総合的なリスク管理
システムと統合され情報提供されているかどうか及びど
のように統合及び情報提供されているのかを含む、気候
関連のリスク及び機会を識別、評価、優先順位付け及び
モニタリングする、企業のプロセスを理解できるように
することである。
この目的を達成するために、企業は以下に関する情報
を開示することが要求される。
●  企業が気候関連のリスクを識別、評価、優先順位付け
及びモニタリングするために使用するプロセスと関連
する方針

●  企業が気候関連の機会を識別、評価、優先順位付け、
モニタリングするために使用するプロセス（企業が気
候関連のシナリオ分析を使用して気候関連の機会の識
別を通知するかどうか、及びその方法に関する情報を
含む）

●  気候関連のリスク及び機会を識別、評価、優先順位付
け及びモニタリングするプロセスが、企業の総合的な
リスク管理プロセスに統合され、情報提供されている
程度及びどのように統合及び情報提供されているか

指標及び目標
指標及び目標に関する気候関連財務開示の目的は、一

般目的財務報告の利用者が、気候関連のリスク及び機会
に関連する企業のパフォーマンスを理解できるようにす
ることである。これらの開示は、企業が設定した気候関
連目標、及び法律又は規制により達成が要求されている
目標に向けた進捗が含まれる。
この目的を達成するために、企業は以下を開示するこ

とが要求される。
●  産業横断的指標カテゴリーに関連する情報
●  特定のビジネスモデル、活動、又はある産業への参加
により特徴付けられる他の一般的な特徴に関連する産
業別の指標

●  企業が設定した目標、及び気候関連リスクを軽減又は
適応するため又は気候関連の機会を最大化するために
法律又は規制により達成が要求されている目標（ガバ
ナンス機関又は経営者がこれらの目標に向けた進捗の
測定に使用した指標を含む）

気候関連の指標及び目標
　次の表は、産業横断的指標カテゴリー及び関連する要求事項の概要を示している。

産業横断的指標カテゴリー 要求事項
温室効果ガス
（Greenhouse gases, GHG）

●  報告期間に発生した企業のGHGの絶対総排出量をCO2換算のメートルトンで表し、スコ
ープ1、スコープ2及びスコープ3のGHG排出に分類して開示する。

●  「GHGプロトコル：企業算定及び報告基準（2004年版）」 に従って企業のGHG排出を測
定する。ただし、法域の当局又は企業が上場している取引所から、GHG排出の測定に別
の方法を使用することが要求されている場合を除く。

●  企業がGHG排出の測定に使用するアプローチを開示する。以下が含まれる。
　– 企業がGHG排出の測定に使用する測定アプローチ、インプット、及び仮定
　– 企業がGHG排出の測定に使用する測定アプローチ、インプット、及び仮定を選択した理
由

　– 報告期間に企業が測定アプローチ、インプット、仮定に加えた変更、及びそれらの変更
の理由

●  スコープ1及びスコープ2のGHG排出については、以下の間で排出を分解する。
　– 連結会計グループ（例えば、IFRS会計基準適用企業の場合、当該グループは親会社とそ
の連結子会社で構成される）

　– 連結会計グループから除外されるその他の投資先（例えば、IFRS会計基準適用企業の場
合、これらの投資先には関連会社、共同支配企業及び非連結子会社が含まれる）

●  スコープ2GHG排出については、企業のロケーション基準のスコープ2GHG排出を開示
し、企業のスコープ2GHG排出に関する利用者の理解のために情報を伝える必要がある契
約文書に関する情報を提供する。

●  スコープ3GHG排出については、以下を開示する。
　– 「GHGプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン（スコープ3）基準（2011年
版）」に記載されたスコープ3カテゴリーに従い、企業のスコープ3GHG排出の測定値に
含まれるカテゴリー

　– 企業の活動に資産運用、商業銀行又は保険が含まれる場合、企業のカテゴリー15の
GHG排出又は投資（ファイナンスに係る排出）に関する追加情報

気候関連のリスク 気候関連の移行リスク及び気候関連の物理的リスクの影響を受けやすい（vulnerable）資
産又は事業活動の金額及びパーセンテージを開示する。

気候関連の機会 気候関連の機会と整合した資産又は事業活動の金額及びパーセンテージを開示する。
資本投下 気候関連のリスク及び機会に投下された資本的支出、ファイナンス又は投資の金額を開示す

る。
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内部炭素価格 ●  企業が意思決定（例えば、投資判断、移転価格及びシナリオ分析）において炭素価格を適
用しているかどうか、またどのように適用しているかの説明を開示する。

●  企業がGHG排出のコストを評価するために使用する、GHG排出のメートルトンあたりの
価格を開示する。

報酬 ●  気候関連の考慮事項が役員報酬に組み込まれているかどうか、またどのように考慮されて
いるかの説明を開示する。

●  当期に認識された役員報酬のうち、気候関連の考慮事項と結びついているもののパーセン
テージを開示する。

4　 デロイトトーマツのWebサイト（https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-igaapinfocus- 
20230515.html）を参照いただきたい。

企業は、戦略的目標の達成に向けた進捗状況をモニタ
リングするために設定した定量的及び定性的な気候関連
目標、及びGHG排出目標を含む、法律又は規制によっ
て達成が要求されている目標を開示することが要求され
る。各目標について、企業はIFRS S2号に定める特定の
情報を開示することが要求される。

産業別ガイダンス
「 IFRS S2号の適用に関する産業別ガイダンス」は、

IFRS S2号の開示要求の一部を適用するための可能性の
ある方法を提言している。本ガイダンスでは、追加の要
求事項は創出されない。IFRS S2号の適用にあたり、企
業は、本ガイダンスに定められた情報を参照し、その適
用可能性を検討することが要求される。具体的には、こ
のガイダンスは、特定のビジネスモデル、活動又はある
産業への参加により特徴付けられる他の一般的な特徴に
関連する気候関連のリスク及び機会に関する情報を識別
して開示する方法を提言している。 
産業別ガイダンスは、ISSBによってメンテナンスさ
れているサステナビリティ会計基準審議会（SASB）ス
タンダードから派生している。本ガイダンスは産業別で
あるため、サブセットのみが企業に適用される可能性が
高い。

見解
公開草案では、SASBスタンダードから派生した

産業別の指標を開示することを企業に要求すること
を提案した。この提案に対するフィードバックを検
討後、ISSBは、（ファイナンスに係る排出に関する
要求事項を除き）特定の産業別開示トピック及び関
連する指標を要求される開示として進めず、代わり
にIFRS S2号に付属する産業別ガイダンスとしてこ
れらのマテリアルを提供することを決定した。した
がって、IFRS S2号では、企業が産業別の指標を開
示することを要求しているが、本ガイダンスに含ま
れる特定の指標を適用することは要求されない。
ただし、企業は、これらの産業別のマテリアルを

参照し、その適用可能性を検討することが要求され
る。このアプローチは、企業が企業の見通しに影響
を与えると合理的に予想されるサステナビリティ関
連のリスク及び機会を識別し、指標を含むそれらの

リスク及び機会に関する情報を開示する際に、
SASBスタンダードを参照しその適用可能性を検討
する、IFRS S1号の要求事項と一貫している。

2023年5月、ISSBは、気候関連以外のSASBスタ
ンダードの指標を改訂して、法域固有の参照が含ま
れている場合に国際的な適用可能性を向上させるた
めの方法論を提案する公開草案を公表した。詳細に
ついては、iGAAP in Focus「 ISSBは、SASBスタ
ンダードの国際的な適用可能性を向上させるための
方法論を提案する」を参照4。

発効日及び経過措置
企業は、2024年1月1日以後開始する年次報告期間に、

IFRS S1号及びIFRS S2号を適用することが要求される。
早期適用は容認される。企業が1つの基準を早期適用す
る場合、その事実を開示し、同時に他の基準を適用する
ことが要求される。
企業は、IFRS S1号及びIFRS S2号を最初に適用する

年次報告期間の期首より前の期間について、IFRS S1号
及びIFRS S2号に定められた開示を提供することは要求
されない。したがって、企業は、IFRS S1号及びIFRS 
S2号を適用する最初の年次報告期間において比較情報
を開示することは要求されない。
企業がIFRS S1号を適用する最初の年次報告期間にお

いて、企業は関連する財務諸表を公表した後に、サステ
ナビリティ関連財務開示を報告することが容認されてい
る。この移行の救済措置を適用するにあたり、企業はサ
ステナビリティ関連財務開示を以下の通りに報告するこ
とが要求される。
●  企業が期中報告書を提供することが要求されている場
合、翌年度の第2四半期又は上半期の一般目的財務報
告書と同時に報告する。

●  企業が期中報告書を任意で提供している場合、翌年度
の第2四半期又は上半期の一般目的財務報告書と同時
に、企業が最初にIFRS S1号を適用する年次報告期間
の末日から9か月以内に報告する。

●  企業が期中に一般目的財務報告を提供することが要求
されず、かつ任意で提供していない場合、企業が最初
にIFRS S1号を適用する年次報告期間の末日から9か

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-igaapinfocus-20230515.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-igaapinfocus-20230515.html
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月以内に報告する。
IFRS S1号を適用する最初の年次報告期間において、
企業は（IFRS S2号に準拠して）気候関連のリスク及び
機会に関する情報のみを開示することが容認されてお
り、結果として、気候関連のリスク及び機会に関する情
報の開示に関連する限りにおいてのみ、IFRS S1号の要
求事項を適用することが容認されている。企業がこの移
行の救済措置を利用する場合、その事実を開示すること
が要求されるが、IFRS S1号を適用する2回目の年次報
告期間において、気候関連のリスク及び機会以外のサス
テナビリティ関連のリスク及び機会に関する比較情報を
開示することは要求されない。
企業がIFRS S2号を適用する最初の年次報告期間にお
いて、企業は以下の救済措置の一方又は両方を使用する
ことが容認される。
●  IFRS S2号の適用開始日の直前の年次報告期間におい
て、企業が、GHG排出を測定する際に、「GHGプロ
トコル：企業算定及び報告基準（2004年版）」 以外の
方法を使用した場合、企業は当該他の方法を継続して
使用することが容認される。

●  企業は、資産運用、商業銀行又は保険の活動に参加し
ている場合、ファイナンスに係る排出に関する追加情
報を含めたスコープ3GHG排出を開示することは要
求されない。
企業がこれらの救済措置のいずれかを使用する場合、
企業は、その後の報告期間にその情報を比較情報として
表示する目的で、その救済措置を継続して使用すること
が容認される。

プロポーショナリティ（proportionality）
公開草案の回答者の大半は要求事項案に同意した
が、その回答者の多くが、ISSBが当該提案を適用
するための世界中の企業の能力及び準備の範囲をよ
り考慮することを提案した。したがって、ISSBは、
IFRS S1号に以下のメカニズム（「プロポーショナ
リティ」として記述）を含めることを決定した。
●「過大なコストや労力をかけずに…合理的で裏付
け可能な情報」の概念（たとえば、サステナビリ
ティ関連のリスク及び機会を識別するための要求
事項に含まれている）

●  スキル、能力及びリソースの考慮（予想される財
務的影響に関する要求事項に含まれている）

●  「できない」という概念（例えば、現在の財務的
影響を報告する要求事項に含まれている）

●  ガイダンス、教育マテリアル、及び適用を促進す
るための他の取組み（例えば、バリュー・チェー
ンの範囲を決定する要求事項に含まれている）
さらに、IFRS S1号及びIFRS S2号の移行上の救

済措置により、企業に完全な開示情報を提供するた
めの追加の準備時間を提供している。これには、バ
リュー・チェーンの完全なマッピングと、関連する
開示を作成するためのプロセスの導入が含まれる場
合がある。

見解
ISSBは、適用を支援するために法域及び企業と

協働することを約束している。最初のステップは、
本基準を適用する企業を支援するための移行適用グ
ループ（Transition Implementation Group）を
創設し、効果的な適用を支援するための能力開発イ
ニシアチブを開始することである。

ISSBはまた、グローバル・ベースラインを超え
て段階的な開示を要求することを望む法域と引き続
き協働し、IFRS S1号及びIFRS S2号が他の報告基
準と組み合わせて適用される場合の、効率的かつ効
果的な報告を支援するために、GRIと引き続き協働
する。

デロイトのサポート声明
デロイトは、 IFRS S1号及びIFRS S2号の公表を

歓迎している。当該基準は、資本市場のニーズに対
応する、一貫性があり、高品質で、比較可能なサス
テナビリティ情報のグローバル・ベースラインを達
成する上で重要なマイルストーンとなる。真の調和
を達成し、規制に対する断片的なアプローチのリス
クを回避するために、世界中で本基準を採用する必
要がある。

以　上


